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 謹 賀 新 年

 本年もどうぞ

 よろしくお願い

 申し上げます

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 １／　８(月) 先勝　成人の日、サッカー全国高校選手権決勝

 　　　９(火) 友引

 　　１０(水) 先負　１２月分の源泉所得税の納付期限

 　　１１(木) 赤口　旧暦１２月１日、鏡開き

 　　１２(金) 先勝

 　　１３(土) 友引　台湾総統選投開票、ラグビー全国大学選手権決勝

 　　１４(日) 先負　大相撲初場所初日

年末年始の株と為替
　　　　 日経平均株価   円(対米ﾄﾞﾙ)

12/25(月)  33,254 △ 85  142.35 ▼0.12

   26(火)  33,306 △ 52  142.32 △0.03

   27(水)  33,681 △375  142.77 ▼0.45

   28(木)  33,540 ▼141  140.80 △1.97

   29(金)  33,464 ▼ 76  141.39 ▼0.59

 1/ 4(木)  33,288 ▼176  143.37 ▼1.98

    5(金)  33,377 △ 89  145.06 ▼1.69

１月から適用される制度（相続・贈与関連）

　本年１月から適用開始となる制度のうち、相続や

贈与に係るものは以下のとおりです。

◎マンションに係る相続税評価の見直し……居住用

の区分所有財産（分譲マンション）の相続税評価額

と市場価格に大きな乖離があることから、令和６年

１月以後の相続や贈与で取得した分譲マンション

（一室）は、従来の評価額に一定の補正率を乗じて

市場価格の６割程度にする評価方法が適用されます。

◎暦年課税による生前贈与の加算期間の延長……相

続等により財産を取得した方が、被相続人から生前

贈与により取得した財産がある場合に、その贈与財

産を相続財産に加算する期間が相続開始前３年以内

から「７年以内」となります。なお、令和６年１月

以後の贈与で取得する財産に係る相続税に適用され

るため、９年１月以後の相続から３年超の加算期間

となり、１３年１月以後に７年となります。

◎相続時精算課税に係る基礎控除の創設……６０歳

以上の父母・祖父母などから１８歳以上の子・孫など

が贈与を受ける場合、暦年課税に代えて適用できる

相続時精算課税について、令和６年１月以後の贈与

から年１１０万円の基礎控除が創設され、基礎控除分

の贈与財産は相続財産に加算されません。

◎相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除の見直

し……相続等により取得した被相続人の居住用家屋

等（空き家）を譲渡した場合に譲渡所得から最高３

千万円を控除する制度について、令和６年１月以後

に行う譲渡から、①家屋の耐震リフォームや取壊し

等を「譲渡後」に実施する場合も対象に加える、②

被相続人の居住用家屋等を取得した相続人が３人以

上の場合は控除額を２千万円に引下げます。

■ この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５０１

税務事務が集中します・早めのご準備を！

　１月は税務事務が集中します。月末に慌てない

よう早めに準備をしましょう。

★ 法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、

賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。

★ 給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人

（昨年の中途で退職した人も）の本年１月１日

現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と

併せて２通とも提出。

★ 償却資産申告書……本年１月１日現在所有して

いる機械・備品などの償却資産については所有

者からの償却資産申告書に基づいて課税される

地方税で、市町村等の固定資産税課に提出。

※以上の提出期限は全て１月３１日（水）です。

能登半島地震の被災事業者に対する措置

　令和６年能登半島地震により被害を受けた方々

に心よりお見舞い申し上げます。

　現在、石川県・富山県・新潟県・福井県の４７市

町村に災害救助法が適用され、被災した中小企業

に対して災害復旧貸付（日本公庫等）や、セーフ

ティネット保証４号（信用保証協会）など様々な

支援措置が実施されています。

　また、本年１月以降に期限が到来する国税の申

告・納付等について、石川県・富山県が納税地の

場合は自動的に期限が延長となります（期間未定）。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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発行日２０２４年 １月 ９日(火)



情報ＢＯＸコード２０１５０１                    ２０２４． １． ９ 

令和 6 年 1 月から適用される制度の概要（相続・贈与関連） 

◆居住用の区分所有財産における相続税評価の見直し 

 居住用の区分所有財産（いわゆる分譲マンション）における相続税評価額と市場価格（売買実例

価額）に大きな乖離があることから、令和６年１月１日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した

居住用の区分所有財産の価額は新たに定められた個別通達により評価し、少なくとも市場価格の 6

割水準となるように補正します。 

 具体的には、従来の相続税評価額に補正率（区分所有補正率）を乗じて評価する方法となり、①

築年数、②総階数（総階数指数）、③所在階、④敷地持分狭小度（敷地利用権の面積／専有部分の

面積）の 4 つの指数に基づき算出した「評価乖離率」の逆数である「評価水準」に応じて、次の区

分所有補正率により補正します。 

区  分 区分所有補正率 

評価水準 ＜ 0.6 評価乖離率 × 0.6 

0.6 ≦ 評価水準 ≦ 1 補正なし（従来の評価額で評価） 

1 ＜ 評価水準 評価乖離率 

※国税庁ホームページに掲載されている「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計

算明細書」により簡便に計算することができます。 

 なお、＊構造上、主として居住の用途に供することができないもの（事業用テナント物件など）、

＊区分建物の登記がされていないもの（一棟所有の賃貸マンションなど）、＊地階を除く総階数が

2 以下のもの（総階数 2 以下の低層の集合住宅など）、＊居住の用に供する専有部分一室の数が 3

以下であって、その全てを区分所有者又は親族の居住の用に供するもの（いわゆる二世帯住宅な

ど）、＊たな卸商品等に該当するもの、は本通達の対象外となります。 

◆暦年課税による生前贈与の加算対象期間の見直し 

 相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前 7 年以内（改正前は 3 年以内）に被

相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得し

た財産の価額を相続税の課税価格に加算することとされます。ただし、延長された４年間（相続開

始前 3 年超 7 年以内）に贈与により取得した財産の価額は、総額 100 万円まで加算されません。 

 この改正は、令和 6 年 1 月 1 日以後に贈与により取得する財産に係る相続税に適用されます。

そのため、令和９年１月１日以後の相続から加算対象期間が 3 年を超える期間（令和６年１月１日

から相続開始日まで）となり、令和 13 年 1 月 1 日以後の相続から 7 年になります。 

◆相続時精算課税に係る基礎控除の創設等 

◎基礎控除の創設 

 相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和６年１月１日以後に贈与により取得し

た財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から基礎控除額 110 万円が控除さ

れます。 

 これにより、本制度適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が年 110

万円以下の場合は贈与税の申告が不要となります。また、特定贈与者が亡くなった場合に相続税の

課税価格に加算される贈与財産の価額は基礎控除 110 万円を控除した後の残額となります。 

◎土地又は建物の価額の特例の創設 

 相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物が令和 6 年 1 月 1

日以後に生じた災害によって一定以上の被害を受けた場合（土地又は建物を贈与日から災害発生日

まで引き続き所有していた場合に限る）において、特定贈与者が亡くなった際に相続税の課税価格

に加算する当該土地又は建物の価額は、贈与時における価額から、災害による被災価額（被害額か

ら保険金などにより補塡される金額を差し引いた金額）を控除した残額とすることができます。 

◆相続した空き家に係る譲渡所得の 3,000 万円特別控除の見直し 

 相続等により取得した被相続人の居住用家屋等（空き家）を譲渡した場合に、一定要件を満たせ

ば譲渡所得から最高３千万円を控除できる特例について、令和 6 年１月１日以後に行う被相続人居

住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について以下の措置が講じられます。 

①相続等により取得した被相続人の居住用家屋等について、譲渡後の一定期間内に耐震改修が行わ

れる場合や除却等が行われる場合も適用対象とします。 

②相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした相続人が 3 人以上である場

合における特別控除額を 2,000 万円とします。 


